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資料１

金利が企業経営に与える影響を統計資料を用いて検討する

小・零細企業の昨今の景況はマスコミで報道されているほど回復感はなく、むしろ苦し

い営業を続けている企業も多い。事実仕事で決算を組んでいますが関与先のほとんどが欠

損企業です。

「サラ金や商工ローンに手を出すぐらいなら商売を辞めた方がいい 「手を出したら」、

もうおしまいや」と言いながら、中には１回だけのつもりでサラ金や商工ローンに手を出

してしまう人がいるのではないか。

商工ローンやサラ金を利用する可能性の高い事業規模は、必要資金額或いは融資規模か

らみて小・零細企業と推測されます。経営指標は中小企業庁や国民生活金融公庫等からも

発表されていますが、私の属している 全国会の経営指標（平成１７年版 （資料２）TKC ）

を検討素材とする。

【 】 「 ． 」 （ ）Ａ 全産業黒字企業の内 売上規模０ ５億円未満 の 社 平均従業員数 名27,639 3.9
の財務諸表をモデル企業（Ａ社）として、経営指標の一部から少し検討する。

平均売上高 千円28,208
経常利益 千円1,642
税引前当期利益 千円1,735
減価償却費 千円1,268

5.8%経常利益率

借入金等 千円（内割引手形 千円)18,437 176
支払利息 千円363

この企業の平均調達利率は 千÷ 千＝ で資金調達、支払利息対売上高363 18,437 1.97%
は 千÷ 千＝ です363 28,208 1.29%

①仮にこの企業が市中金融等の高利率で借入・資金調達すると、

借入金 千× ＝支払利息は 千となり18,437 29.2% 5,384
税引前利益 千－（ 千－ 千）＝△ 千の赤字企業に転落する。1,735 5,384 363 3,286

欠損補填の運転資金として更に高利借入に依存すると、

この赤字額 千から減価償却費 千（現金支出を伴わない費用）を考慮すれば3,286 1,268
欠損補填額の為の借り入れ増加額は 千－ 千＝で 千となり3,286 1,268 2,018

借入金 千＋ 千＝ 千に増加18,437 2,018 20,455
次期支払利息は、 千× ＝支払利息は 千となり20,455 29.2% 5,973
次期の税引前利益 千－（ 千－ 千）＝△ 千の赤字経営が続く。1,735 5,973 363 3,875

支払利息対売上高は黒字のモデル企業では であったものが、高利金融を利用して1.29%
しまうと、 千÷ 千＝ となり、働いても働いても利息の為に働いている5,973 28,208 21.17%
ような状態になる。
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②もちろん、事業経営の過程で、販売努力や経費の圧縮などの経営努力でこんなに雪だる

ま式に借入が増加する事にはならないと思う。

実際の経営では資金繰りがもっとも大事な事です。利息の他に毎月元金の返済をしなけ

ればならない。当然返した分どこかで調達しなければならない。欠損補填という事だけで

なく或いは損益がゼロであっても資金繰的には常に借入を考えて置かねばならない。

③では、参考までにこの企業が利息制限法の利率で資金調達を行ったとすると、

借入金 千× ＝ 千となり（ ですと 千）18,437 15% 2,766 18% 3,319
税引前利益 千－（ 千－ 千）＝△ の赤字で、やはり赤字企業に転1,735 2,766 363 668

落です。

先ほどと同じように、減価償却費 千（現金支出を伴わない費用）を考慮すれば欠1,268
損補填額は△ 千＋ 千＝ 千のプラスとなり、欠損補填の借入金増加はないが667 1,268 601
損益計算書では赤字企業です。

利息制限法の利率ですら赤字企業から脱却することは出来ないことになる。

④日弁連が提言している「統一消費者信用法 （資料３）の金利・違約金の項では、貸出」

約定平均利率に ％を上乗せした現在では ％を提言。 で計算すると6 8 8%
借入金 千× ＝ 千となり18,437 8% 1,475
税引前利益 千－（ 千－ 千）＝ 千のプラスになる。1,735 1,475 363 623

では黒字を計上することが出来る。8%

⑤要は、 損益分岐点借入利率（借入金に対する利息負担の限界利率）は何％かと計算す

ると、

損益分岐点借入利率 （ 千＋ 千） ＝ ％1,735 363 11.38
千18,437

従って、このモデル企業Ａ社では、企業活動を行っていくための借入利率は、利息制限

法の ％はおろか が限界と計算される。15 11.38%

⑥欠損企業になれば金融機関の融資姿勢は悪化し、貸付利率も高くなる。場合によっては

高利金融に手を出し、やがては倒産の憂き目にあいかねない。

⑦資金繰償還のため、或いは新たに設備や備品購入のため保証人や担保の関係で銀行等か

らの借入が出来ずにやむを得ず高利金融で資金調達をしなければならないこととなった場

合、この企業が欠損に転落しないで今後の資金調達を ％の高利率で資金繰りをつけ29.2
られる金額は、

千＝ Ｘ× Ｘ ＝ 千円とわずかな金額です。1,735 0.292 5,942

【Ｂ】もう一ランク上の全産業黒字企業「売上規模 億円」の 社（平均従業員0.5~1 23,077
数 名）の財務諸表をモデル企業（Ｂ社）として、経営指標の一部から少し検討する。7.3

平均売上高 千円73,206
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経常利益 千円3,044
税引前当期利益 千円3,126
減価償却費 千円2,275

4.28%経常利益率

借入金等 千円（内割引手形 千円)31,661 638
支払利息 千円735

この企業の借入調達利率は 千÷ 千＝ で資金調達、また支払利息対売上735 31,661 2.32%
高は 千÷ 千＝ です735 73,206 1.00%

①仮にこの企業が借入金の２分の１を市中金融等の、高利借入で資金調達を行ったら、

借入金 千× × ＝支払利息は 千となり31,661 1/2 29.2% 4,623
税引前利益 千－（ 千－ 千× ）＝△ 千の赤字企業に転落する3,126 4,623 735 1/2 1,130

支払利息対売上高は であったものが、高利金融を利用すると （ 千－ 千1.00% 4,623 735、

× ）÷ 千 となる。1/2 73,206 =5.81%

②この企業が利息制限法の利率で資金調達を行うと、

借入金 千× ＝ 千となり（ ですと 千）31,661 15% 4,749 18% 5,699
税引前利益 千－（ 千－ 千）＝△ 千の赤字で、やはり赤字企業に3,126 4,749 735 888

転落です

利息制限法の利率ですら赤字企業から脱却することはできない。

③日弁連の提言である貸出約定平均利率に ％を上乗せした ％で計算すると、6 8
借入金 千× ＝ 千となり31,661 8% 2,533
税引前利益 千－（ 千－ 千）＝ 千のプラスになる。3,126 2,533 735 1,328

では黒字を計上することができる。8%

④ 損益分岐点借入利率（借入金に対する利息負担の限界利率）は何％かと計算すると、

損益分岐点借入利率 （ 千＋ 千） ＝ ％3,126 735 12.19
千31,661

従って、このモデル企業Ｂ社でも、企業活動を行っていくための借入利率は、利息制限

法の ％はおろか ％が限界と計算される。15 12.19

借入金の返済

これまでいくつかの利率で金利負担と言う面で検討したが、借入金の元金返済の角度から

検討する。

①金利負担と借入元金返済の関係では、

例えば、 千円を商工ローンからの借入と銀行等からの借入とを比較すれば理解しや10,000
すい。

商工ローンの場合 千× ＝年 千の利息。10,000 29.2% 2,920
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銀行等の利息が仮に とすると 千× ＝年 千の利息。2.92% 10,000 2.92% 292
その利息差額は 千－ 千＝ 千で、 千円の資金があれば年 千の利息2,920 292 2,628 2,920 292
を支払いつつ年 千円のが元金の返済が出来きる。４年足らずで 千の元金全額2,628 10,000
の返済が出来ることになる。一方商工ローンでは利息しか返済できず半永久的に支払い続

けることになる。

、 （ ）、②例えば５００万円 １０００万円を５年６０回元利均等払いで完済するには 資料４

毎月の返済額、５年間支払利息総額に大きな差がでる。１０００万円を では毎月29.2%
円の返済、５年間支払利息総額 円に対し、 では毎月 円@318,637 9,118,243 1.45 @172,881

の返済、５年間支払利息総額が 円である。損益計算に、資金負担に大きな差が出372,917
る。

金利負担が企業の「再起」か「破綻」かを如実に示している。

③借入返済は利益で償還するのが理想ですが現実は資金繰償還です。

利益償還財源は税引後利益に減価償却費を加算した金額ですから、例えば、モデル企業Ａ

社では、借入金は 千を仮に５年で利益償還するには 千÷ ＝年 千が18,261 18,261 5 3,652
必要であるにもかかわらず、当期利益 千× （租税負担を として） 千1,735 0.6 40% =1,041
＋減価償却費 千＝ 千です。1,268 2,309

と言うことは、要返済元金 千－利益償還額 千＝ 千の返済資金が不足3,652 2,306 1,343
するので何処かの金融機関等から借入をして資金を廻しているか、もっと長期返済にして

もらって資金繰りが成り立っている。

こうした状況下で担保や保証人の関係で取引銀行から借入が出来なかった時に、或いは

新たに設備投資や備品購入のため担保や保証人の関係で取引銀行から借入が出来なかった

時にどうするかという問題がある。普通の企業なら不動産担保がなくても保証人やら保証

協会の保証で 千円の借入は出来ますが、財務内容が悪い・損益計算書が欠損、2~30,000
貸借対照表で債務超過であるなどすると借入が難しくなりかねない。資金繰りが苦しい時

に解決策の一つとして簡単に貸してくれる「手軽さか」ら一時のつもりでサラ金や商工ロ

ーンで工面することになったら大変です。

④サラ金、商工ローンを借りればすぐに倒産する訳ではない。利息だけでなく元金の支払

いもしなければならないので、その資金調達にサラ金・商工ローンの繰返しにならないと

も限らない。事実関与先の司法書士事務所が扱っている個人企業の破産事件ではサラ金等

のいわゆる高利金融から５社１０社と借りまくっている結果が出ている。

⑤収益の状況が良い間は返済する事で特に問題は表面化しないし破綻もしない。一般的に

サラ金，商工ローン利用企業は元来収益状況が悪く、一旦借入をするとなかなか抜け出せ

ず売上の落ちた月や返済の為に借増しする可能性が大きい。高利率の利息を支払い続ける

ことで企業の金利負担が大変になる。

⑥サラ金、商工ローンの借入ををしていることが銀行や信用金庫に知れると余程でない限
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り新たな貸付を受けることが困難になる。そうするとまたサラ金、商工ローンに手を出す

、 、 。という悪循環が生じ やがては企業破綻ひいては家族 従業員まで巻き込んだ破綻を招く

、 。⑦毎月関与先にお伺いして社長さんや奥さんと 時にはそこの従業員さんと接しています

会計、税務を通して財政状態から家庭の状況をそれなりに把握しております。関与先へ毎

月お伺いしていても、社長さんは決してサラ金や商工ローンから借り入れているとは話し

ません。自分一人で資金繰りをつけて何とか解決をしょうと思っています。我々税理士も

なかなか分かりません。かき集めてきたとか家族預金を崩して資金をつくってきたで終わ

ってしまいます。

⑧もちろん事業資金の借入であってもサラ金，商工ローンの借入金は帳簿上現せませんの

でその支払利息は経費に入らず社長個人勘定・仮受・仮払勘定など所謂雑勘定で処理する

ことになります。支払利息を計上すると平均調達利率が高くなり銀行などに分かってしま

う。また雑勘定が異常に膨らみ始めると銀行から見れば問題点と指摘される。

こうなると金融機関の融資姿勢は悪化し、貸付利率も高くなり財務内容も悪化する。

⑨最後に、健全経営には出来るだけ低利な金融が必要であり、企業経営者も金利意識を十

分持つ必要があります。

非常識な高利率の金融は経営を圧迫し収益の悪循環となり、不幸な末路を迎えることは

明らかです。

中小・零細企業向けの政府系金融機関である中小企業金融公庫や国民生活金融公庫の基

準利率は原則長期プライムレートで、現在 ％です。参考までにＴＫＣの経営指標で1.45
は、黒字企業平均（ 社 名 年商 千円）の借入金 千円、支払115,290 12.8 216,751 97,773
利息 千円で調達金率は です。サラ金、商工ローンの上限利率 ％はあまり2,390 2.44% 29.2
にも高利率です。

サラ金や商工ローンを利用する経営者の資質にも大いに問題はある。

しかし 「国民の生活と生命 「健全な企業経営」を守るためにも適正な利率であらねば、 」

ならないし、上限利率の規制が必要かと思う。
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資料２

ＴＫＣ経営指標（平成１７年指標版）

平成１６年１月期～１２月期決算

経営学博士 武田隆二監修 前国税庁長官 寺澤辰麿推薦

ＴＫＣ全国会システム委員会編集 ＴＫＣ全国会発行

ＴＫＣ経営指標「ＢＡＳＴ］とは

ＴＫＣ経営指標 発行：ＴＫＣ全国会 は ＴＫＣ全国会に加盟する職業会計人 税「 」（ ） 、 （

理士・公認会計士）が、その関与先である中小企業に対して、毎月、企業に出向いて行う

「巡回監査」と「月次決算」により、その適法性、適時性、正確性が検証された会計帳簿

を基礎とし、その会計帳簿に基づいて作成された「決算書 （貸借対照表・損益計算書）」

を基礎データとしております。なお、これらの決算書はすべて法人税申告書に用いられた

ものとなっています。



Ⅰ．総合財務諸表・付加価値計算書

115,290 16.6

236,901

11,529 10.4

91,078

27,639 3.9

42,536

23,077 7.3

71,495

31,646 12.3

129,873

黒字企業平均 黒字企業中位G 0.5億円未満 0.5億円～1億円 1億円～2.5億円

125,867 179,272 52.3 27.2 47,134 51.0 15,002 34.9 31,812 43.9 66,500 50.4

92,995 242,117 38.7 26.4 34,780 37.7 10,702 24.9 23,158 31.9 49,279 37.3

44,665 131,360 18.6 20.2 18,247 19.8 7,182 16.7 13,468 18.6 26,534 20.1

46,252 143,817 19.2 19.1 16,141 17.5 3,247 7.6 9,337 12.9 21,893 16.6

21,812 139,391 9.1 13.5 8,140 8.8 1,827 4.3 4,983 6.9 11,003 8.3

11,060 65,150 4.6 11.3 4,213 4.6 2,472 5.8 3,670 5.1 6,217 4.7

114,199 149,443 47.5 27.2 44,996 48.7 27,873 64.9 40,582 55.9 65,145 49.4

90,781 279,604 37.7 26.8 35,254 38.2 23,313 54.3 33,401 46.0 51,920 39.3

23,417 91,755 9.7 13.0 9,741 10.5 4,560 10.6 7,181 9.9 13,225 10.0

445 5,238 .2 2.0 232 .3 89 .2 146 .2 304 .2

240,513 51,813 100.0 92,364 100.0 42,965 100.0 72,541 100.0 131,951 100.0

84,168 270,048 35.0 22.6 27,256 29.5 9,357 21.8 18,379 25.3 38,357 29.1

30,939 113,652 12.9 14.4 7,679 8.3 936 2.2 3,651 5.0 11,022 8.4

27,747 148,466 11.5 15.2 9,274 10.0 3,977 9.3 6,906 9.5 12,675 9.6

4,370 27,491 1.8 4.7 1,200 1.3 176 .4 638 .9 1,890 1.4

78,341 242,696 32.6 26.1 35,320 38.2 19,654 45.7 31,025 42.8 48,750 36.9

65,656 202,943 27.3 24.1 29,036 31.4 14,284 33.2 24,117 33.2 40,326 30.6

78,003 250,374 32.4 26.0 29,786 32.2 13,953 32.5 23,137 31.9 44,843 34.0

12,637 45,284 5.3 25.8 9,571 10.4 6,569 15.3 7,961 11.0 10,825 8.2

65,365 236,754 27.2 29.4 20,215 21.9 7,383 17.2 15,176 20.9 34,018 25.8

310,802 294,483 100.0 121,630 100.0 28,208 100.0 73,206 100.0 160,392 100.0

224,920 192,613 72.4 33.4 73,631 60.5 10,494 37.2 38,337 52.4 99,907 62.3

85,881 164,674 27.6 33.4 47,998 39.5 17,713 62.8 34,869 47.6 60,485 37.7

76,128 144,706 24.5 31.9 45,698 37.6 16,417 58.2 32,425 44.3 55,581 34.7

19,669 62,971 6.3 11.5 9,065 7.5 2,159 7.7 5,533 7.6 11,603 7.2

56,459 99,953 18.2 28.6 36,632 30.1 14,257 50.5 26,891 36.7 43,978 27.4

14,883 16,029 4.8 14.0 13,335 11.0 5,765 20.4 10,152 13.9 15,112 9.4

26,992 73,763 8.7 13.5 13,662 11.2 3,251 11.5 8,592 11.7 17,138 10.7

3,546 12,793 1.1 4.7 1,913 1.6 1,059 3.8 1,642 2.2 2,462 1.5

9,752 34,570 3.1 7.9 2,300 1.9 1,296 4.6 2,444 3.3 4,903 3.1

4,270 12,980 1.4 5.2 2,056 1.7 822 2.9 1,608 2.2 2,778 1.7

245 2,363 .1 .9 61 .1 41 .1 56 .1 100 .1

3,699 12,320 1.2 3.0 1,407 1.2 476 1.7 1,008 1.4 1,981 1.2

2,390 7,615 .8 2.3 972 .8 363 1.3 735 1.0 1,380 .9

10,323 34,108 3.3 7.0 2,949 2.4 1,642 5.8 3,044 4.2 5,701 3.6

-492 15,653 -.2 3.7 -77 -.1 92 .3 82 .1 -73

9,830 33,969 3.2 6.9 2,872 2.4 1,735 6.2 3,126 4.3 5,627 3.5

6,311 20,316 2.0 5.0 2,944 2.4 1,268 4.5 2,275 3.1 3,938 2.5

224,920 192,613 72.4 33.4 73,631 60.5 10,494 37.2 38,337 52.4 99,907 62.3

113,427 126,796 36.5 33.5 29,785 24.5 4,258 15.1 14,599 19.9 40,769 25.4

111,493 159,123 35.9 35.7 43,846 36.0 6,236 22.1 23,738 32.4 59,137 36.9

35,779 164,834 11.5 15.0 11,992 9.9 1,629 5.8 6,473 8.8 16,142 10.1

26,714 87,676 8.6 14.4 13,368 11.0 2,125 7.5 7,689 10.5 17,283 10.8

32,361 134,968 10.4 16.8 12,549 10.3 1,443 5.1 6,224 8.5 17,295 10.8

2,765 15,063 .9 2.3 1,030 .8 208 .7 633 .9 1,475 .9

14,055 67,723 4.5 7.7 4,997 4.1 861 3.1 2,772 3.8 7,011 4.4

181 11,798 .1 3.3 91 .1 30 .1 53 .1 68

310,802 294,483 243.4 159.4 121,630 182.5 28,208 136.0 73,206 160.9 160,392 188.1

113,427 126,796 88.8 158.3 29,785 44.7 4,258 20.5 14,599 32.1 40,769 47.8

35,674 164,088 27.9 49.8 11,963 18.0 1,616 7.8 6,454 14.2 16,114 18.9

32,328 134,583 25.3 69.8 12,523 18.8 1,433 6.9 6,198 13.6 17,270 20.3

1,660 14,512 1.3 2.9 714 1.1 158 .8 467 1.0 964 1.1

127,711 244,305 100.0 66,642 100.0 20,741 100.0 45,487 100.0 85,272 100.0

41.1 32.3 54.8 73.5 62.1 53.2

7,694 8,463 6,407 5,350 6,249 6,908

68,577 129,737 53.7 18.3 40,349 60.5 11,135 53.7 26,428 58.1 49,531 58.1

23,472 77,637 18.4 19.0 11,820 17.7 1,916 9.2 6,849 15.1 15,281 17.9

38,040 72,575 29.8 21.4 24,830 37.3 8,497 41.0 17,377 38.2 29,575 34.7

7,065 16,274 5.5 3.8 3,697 5.5 721 3.5 2,200 4.8 4,674 5.5

区

分

規 模 (売上高 )

対象企業数・平均従事員数

１企業当り年平均総資産

項 目

件 名
千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

１企業当り平均額標 準 偏 差 構成比 標準偏差 １企業当り平均額 １企業当り平均額 １企業当り平均額構 成比 構成比 構成 比構 成比１企業当り平均額

流 動 資 産

貸

借

対

照

表

当 座 資 産

( 現 金 預 金 )

( 売 上 債 権 )

た な 卸 資 産

その他流動資産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無形固定資産・投資

繰 延 資 産

総 資 産

流 動 負 債

( 買 入 債 務 )

( 短 期 借入 金 )

( 割 引 手 形 )

固定負債・引当金

( 長 期 借入 金 )

( 資 本 金 )

( 剰 余 金 )

資   本

純 売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販売費・一般管理費

販 売 費

一 般 管 理 費

( 役 員 報 酬 )

(役員外販管人件費)

( 減価 償 却費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

(受取利息・配当金)

経 常 利 益

特 別 損 益

税引前当期純利益

(減価償却費計

売 上 原 価

商 品 売 上 原 価

製 品 売 上 原 価

材 料 費

労 務 費

外 注 加 工 費

減 価 償 却 費

そ の 他 の 経 費

(△)たな卸高増減

純 売 上 高

商 品 売 上 原 価

材 料 費

外 注 加 工 費

工 場 消 耗 品 費

加工高(粗利益)

加工高(粗利益)比率(％)

加工高労働生産性

人 　 件 　 費

営 業 外 費 用

(支払利息割引料)

労 務 費

給 料 手 当

福 利 厚 生 費

件 名 件 名 件 名 件 名

損

益

計

算

書

売

上

原

価

内

訳

書

付

加

価

値

計

算

書

総

資

産

100

％

純

売

上

高

100

％

純

売

上

高

100

％

○A )

○A +○B )

○B

)

)

)

)

)

)

加

工

高

100

％

)

)

(単位：千円、％)■ 業種名：全産業
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2.5億円～5億円

16,453 21.2

268,607

9,224

5億円～10億円 10億円～20億円

35.5

525,481

4,528 59.1

1,021,925

1,327

20億円～30億円 30億円以上

90.4

1,717,551

1,396 131.3

3,011,418

Ⅰ．総合財務諸表・付加価値計算書

55.5969,61555.3573,61853.6285,76853.0144,156 1,695,019 55.2

41.3720,84241.1426,69640.0213,10639.1106,287 1,238,284 40.3

17.4304,46518.6192,55718.598,59819.553,174 530,199 17.3

22.8397,27021.5222,93420.6109,81318.751,005 677,423 22.1

10.2177,2719.699,4929.651,2489.325,279 305,564 10.0

4.171,5014.647,4294.021,4134.612,588 151,171 4.9

44.3773,80544.5461,86346.2245,95146.8127,371 1,371,829 44.7

34.6603,61335.0363,48236.9196,47437.2101,236 1,062,482 34.6

9.7170,1919.598,3809.349,4779.626,135 309,347 10.1

.22,702.21,661.21,182.2591 2,989 .1

100.01,746,123100.01,037,143100.0532,902100.0272,119 3,069,839 100.0

41.0715,51838.2396,14636.0191,70133.190,017 1,299,822 42.3

17.4304,45515.2157,88713.772,88211.631,448 572,662 18.7

13.2229,96012.0124,83111.661,87510.628,811 439,416 14.3

2.237,6112.323,3672.211,8801.95,180 52,928 1.7

27.8485,84529.9310,55532.1170,86833.791,726 783,561 25.5

23.9416,50726.0269,81528.0148,95229.179,297 636,777 20.7

31.2544,75931.9330,44132.0170,33233.290,375 986,455 32.1

2.239,1893.232,7184.021,4465.815,753 65,874 2.1

29.0505,56928.7297,72227.9148,88527.474,621 920,580 30.0

100.02,427,378100.01,361,718100.0690,899100.0350,260 4,845,893 100.0

79.91,940,13777.31,052,22474.2512,62669.9244,989 3,937,231 81.2

20.1487,24122.7309,49425.8178,27330.1105,270 908,662 18.8

17.0411,53919.4264,54222.7157,07027.194,765 762,171 15.7

5.4130,5945.979,8076.544,8056.823,858 266,875 5.5

11.6280,94413.6184,73416.2112,26420.270,906 495,296 10.2

1.639,8912.433,0203.825,9235.820,191 50,318 1.0

7.1171,3167.9107,5078.860,4749.633,579 327,350 6.8

.819,921.911,8281.06,8661.24,059 38,423 .8

3.175,7023.344,9513.121,2033.010,505 146,491 3.0

1.127,5221.216,9061.38,7321.44,982 49,396 1.0

.12,026.11,178.1479.1213 4,800 .1

1.127,9071.216,7221.38,7491.34,378 44,338 .9

.716,419.810,481.85,693.82,902 25,336 .5

3.175,3173.345,1363.121,1863.211,109 151,549 3.1

-.3-6,667-.3-3,425-.2-1,101-.1-378 -13,016 -.3

2.868,6493.141,7102.920,0853.110,731 138,532 2.9

1.742,3851.824,5411.913,3512.17,330 74,735 1.5

79.91,940,13777.31,052,22474.2512,62669.9244,989 3,937,231 81.2

43.81,062,57238.3522,04733.9234,05130.0105,197 2,628,018 54.2

36.2877,56438.9530,17640.3278,57439.9139,792 1,309,212 27.0

13.2319,91212.7173,19712.284,16111.239,243 565,209 11.7

7.7187,4728.8120,0529.464,89610.235,798 226,948 4.7

9.7236,47111.4155,15112.787,86212.744,470 316,403 6.5

.922,464.912,712.96,485.93,271 36,312 .7

4.7113,5335.270,5555.135,2454.917,032 168,531 3.5

.12,289.11,4927121 4,192 .1

303.62,427,378269.81,361,718245.9690,899219.7350,260 4,845,893 367.3

132.91,062,572103.4522,04783.3234,05166.0105,197 2,628,018 199.2

39.8318,65734.2172,42429.983,99924.639,192 563,050 42.7

29.5235,65030.7154,94231.387,93727.944,502 315,396 23.9

1.410,8341.57,5881.43,9201.21,977 20,262 1.5

100.0799,662100.0504,715100.0280,989100.0159,390 1,319,165 100.0

32.937.140.745.5 27.2

8,8508,5437,9087,502 10,049

49.8398,62451.6260,37153.9151,31856.289,580 604,328 45.8

20.5164,29820.8104,82720.256,77819.831,487 198,440 15.0

23.7189,13925.0125,93627.777,84230.648,830 337,530 25.6

5.745,1865.929,6085.916,6985.89,262 68,357 5.2
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△

千
円

区

分

規 模 (売上高)

対象企業数・平均従事員数

１企業当り年平均総資産

項 目

件 名
千
円

千
円

千
円

千
円

１企業当り平均額構 成比 １企業当り平均額 １企業当り平均額１企業当り平均額 構成比 構成比構成比 構成比１企業当り平均額

流 動 資 産

貸

借

対

照

表

当 座 資 産

( 現 金 預 金 )

( 売 上 債 権 )

た な 卸 資 産

その他流動資産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無形固定資産・投資

繰 延 資 産

総 資 産

流 動 負 債

( 買 入 債 務 )

( 短 期 借入 金 )

( 割 引 手 形 )

固定負債・引当金

( 長 期 借入 金 )

( 資 本 金 )

( 剰 余 金 )

資   本

純 売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販売費・一般管理費

販 売 費

一 般 管 理 費

( 役 員 報 酬 )

(役員外販管人件費)

( 減価 償 却費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

(受取利息・配当金)

経 常 利 益

特 別 損 益

税引前当期純利益

(減価償却費計

売 上 原 価

商 品 売 上 原 価

製 品 売 上 原 価

材 料 費

労 務 費

外 注 加 工 費

減 価 償 却 費

そ の 他 の 経 費

(△)たな卸高増減

純 売 上 高

商 品 売 上 原 価

材 料 費

外 注 加 工 費

工 場 消 耗 品 費

加工高(粗利益)

加工高(粗利益)比率(％)

加工高労働生産性

人 　 件 　 費

営 業 外 費 用

(支払利息割引料)

労 務 費

給 料 手 当

福 利 厚 生 費

件 名 件 名 件 名件 名

損

益

計

算

書

売

上

原

価

内

訳

書

付

加

価

値

計

算

書

総

資

産

100

％

純

売

上

高

100

％

純

売

上

高

100

％

○A )

○A +○B )

○B

)

)

)

)

)

)

加

工

高

100

％

)

)

(単位：千円、％)



優良企業平均

11,558 20.6

290,247

224,221

全企業平均

12.8

167,718

Ⅰ．総合財務諸表・付加価値計算書

50.184,37761.2182,629

36.060,55851.2152,678

17.028,54630.390,404

18.330,71519.758,903

9.215,5116.218,645

4.98,3073.811,305

49.683,48338.7115,491

39.666,66329.387,564

10.016,8199.427,926

.2414.1255

100.0168,274100.0298,376

38.063,92024.272,297

12.621,2599.628,592

13.522,7034.011,972

1.83,069.61,872

39.466,30817.752,938

32.755,02414.442,856

22.638,04558.0173,139

6.310,5695.115,144

16.327,47653.0157,995

100.0216,751100.0427,251

71.9155,93566.4283,797

28.160,81633.6143,453

26.256,82526.1111,479

6.714,4976.226,517

19.542,32719.984,962

5.311,5505.724,503

8.919,3939.239,520

1.22,6321.04,297

1.83,9917.531,974

1.43,1401.46,175

.1167.1334

1.32,879.72,967

.91,909.31,319

2.04,2518.235,181

-.5-1,138-.5-2,311

1.43,1137.732,869

2.14,4821.98,270

71.9155,93566.4283,797

37.280,52429.3125,377

34.875,41037.1158,420

11.124,04812.151,889

8.518,31710.343,881

10.021,6969.038,466

.91,850.93,973

4.49,5634.820,337

64127

242.4216,751204.4427,251

90.180,52460.0125,377

26.823,99724.751,734

24.321,69218.438,536

1.31,1181.22,524

100.089,419100.0209,077

41.348.9

7,00310,158

55.149,26451.6107,896

18.116,15118.338,211

31.628,23927.858,144

5.54,8735.511,540

■ 業種名：全産業
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千
円

区

分

規 模 (売上高)

対象企業数・平均従事員数

１企業当り年平均総資産

項 目

件 名
千
円

千
円

千
円

千
円

１企業当り平均額構 成比 １企業当り平均額 １企業当り平均額１企業当り平均額 構成比 構成比構成比 構成比１企業当り平均額

流 動 資 産

貸

借

対

照

表

当 座 資 産

( 現 金 預 金 )

( 売 上 債 権 )

た な 卸 資 産

その他流動資産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無形固定資産・投資

繰 延 資 産

総 資 産

流 動 負 債

( 買 入 債 務 )

( 短 期 借入 金 )

( 割 引 手 形 )

固定負債・引当金

( 長 期 借入 金 )

( 資 本 金 )

( 剰 余 金 )

資   本

純 売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販売費・一般管理費

販 売 費

一 般 管 理 費

( 役 員 報 酬 )

(役員外販管人件費)

( 減価 償 却費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

(受取利息・配当金)

経 常 利 益

特 別 損 益

税引前当期純利益

(減価償却費計

売 上 原 価

商 品 売 上 原 価

製 品 売 上 原 価

材 料 費

労 務 費

外 注 加 工 費

減 価 償 却 費

そ の 他 の 経 費

(△)たな卸高増減

純 売 上 高

商 品 売 上 原 価

材 料 費

外 注 加 工 費

工 場 消 耗 品 費

加工高(粗利益)

加工高(粗利益)比率(％)

加工高労働生産性

人 　 件 　 費

営 業 外 費 用

(支払利息割引料)

労 務 費

給 料 手 当

福 利 厚 生 費

件 名 件 名 件 名件 名

損

益

計

算

書

売

上

原

価

内

訳

書

付

加

価

値

計

算

書

総

資

産

100

％

純

売

上

高

100

％

純

売

上

高

100

％

○A )

○A +○B )

○B

)

)

)

)

)

)

加

工

高

100

％

)

)

(単位：千円、％)
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資料３

２００３年（平成１５年）８月２１日

日本弁護士連合会

骨子

現行の消費者信用に関する法制度は、消費者金融（金銭貸付）が貸金業規制法、利息制限

法及び出資法により規制され、販売信用（クレジット）が割賦販売法により規制されてい

るという縦割法制のために、規制内容の統一性が図られておらず、規制の実効性確保のた

めの制度も不十分である。そこで、消費者信用取引に関する諸外国の法制（アメリカ〔消

費者信用保護法、統一消費者信用法〕など）を参考にして、統一的・実効的な「統一消費

者信用法」の創設を急ぐべきである。

、 「 」 、当連合会は これまで 統一消費者信用法 の制定を目指して様々な活動を続けてきたが

この度、以下のような「統一消費者信用法要綱案」を取りとりまとめた。

（略 ））

８ 金利・違約金

消費者金融取引の利息と販売信用取引の手数料（金融料）の制限利率を見直して、以下

のような規制にすべきである。

（１） 過去の国内銀行貸出約定平均金利に連動する「連動制」を採用する。

（２） 制限利率は、過去１０年間の平均金利の６％上乗せた数値を上限とする。

（３） 毎年１回政令で上限利率を見直す。

（４） その制限利率を超える約定をした場合には契約を無効とするほか、刑事罰則を

科す。

（略）
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資料４

５年元利金等払い （単位 円）

29.2% 15% 8% 1.45%
159,318 118,949 101,381 86,440５００万 月額返済額

4,559,121 2,136,979 1,082,918 186,458利息総額

318,637 237,899 202,763 172,881１０００万 月額返済額

9,118,243 4,273,958 2,165,836 372,917利息総額

例 借入額１０００万円 利率 と の比較29.2% 1.45%
① 毎月返済額の差 － ＝ （ 倍）@318,637 @172,881 @145,756 1.84
② 支払利息総額の差 ＝ （÷ 年＝ ）9,118,243-372,917 8,745,326 5 1,746,462




